
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 協議会会則等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 73 - 

 

第４  協議会会則等 

 

１ 四日市コンビナート地域防災協議会会則 

 

第１章  総     則 

（名  称） 

第１条  本会は、四日市コンビナート地域防災協議会（以下「本会」という。）と称する。 

（目  的） 

第２条   本会は、四日市コンビナート地域事業所における各種災害を防止するため、事業所相互の連絡

を密にし、災害防止に必要な事項の協議研究を行うとともに、災害発生時には、防災活動に協力

することを目的とする。 

 

第2章  事      業 

（事  業） 

第3条   本会は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。 

   (1)  関係行政機関及び事業所間の連絡調整に関する事項 

   (2)  火災、爆発、漏えい、流出等の防止に関する事項 

   (3) 高圧ガス及び危険物設備の防災に関する事項 

   (4) 労働災害及び有害物による健康障害の防止に関する事項 

   (5) 災害時の相互援助に関する事項 

   (6) その他本会の目的達成のために必要な事項 

 

第３章  会員及び役員 

（会  員） 

第４条  本会の会員は、四日市コンビナート地域に所在して本会の趣旨及び会則に賛同し、かつ本会の

承認を得た事業所とする。 

（役  員） 

第５条  本会には、次の役員を置く。 

   (1)  会長   １名 

   (2)  副会長  １名 

   (3)   部会長、副部会長 部会毎に各１名 

(4)   幹事  若干名 

   (5)  会計監事  若干名 

（役員の選任） 

第６条  役員の選任は会員の互選による。 

（役員の任期） 

第７条  役員の任期は1年とする。ただし、留任を妨げない。 
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（役員の任務） 

第８条  会長は、本会を代表し会務を統括する。 

  ２ 副会長は、会長を補佐する。 

  ３ 部会長、副部会長は、各部会に運営にあたる。 

  ４ 幹事は、役員業務の実施・応援をする。 

  ５ 会計監事は、本会の会計の監査を担当し、総会に報告する。 

（顧  問） 

第９条  本会に顧問をおくことができる。顧問は、会長が委嘱する。顧問は、会議に出席し、意見を述

べることができる。 

 

第４章 会    議 

〈会  議） 

第１０条  本会に、次の会議を設ける。 

   (1)  総会 

   (2)  幹事会 

   (3)  部会 

    イ.   高圧ガス部会 

    口. 労働安全衛生部会 

    ハ. 消防部会 

    ニ. 共同防災部会 

   (4) 専門委員会 

   (5) 専門分科会 

（総  会） 

第１１条  総会は、会長が招集し、次の事項を協議決定する。 

   (1) 前年度の事業報告及び新年度の事業計画 

   (2) 新年度の役員 

   (3) 会則の改廃 

   (4)  その他会長が必要と認める事項 

  ２ 総会は、年１回とし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。 

  ３ 総会は、会員の過半数の出席によって成立する。また、総会の議決は出席者の過半数をもって決

し、賛否同数のときは、議長がこれを決定する。 

（幹 事 会） 

第１２条  幹事会は、会長が招集する。 

  ２ 幹事会は会長、副会長及び幹事で構成し、本会の運営に関する基本的事項及び緊急かつ重要な事

項について協議決定する。 

    幹事会は、構成員の過半数の出席により成立する。また幹事会の議決は、出席者の過半数をもっ

て決し、賛否同数のときは会長がこれを決する。 
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（部 会） 

第１３条  部会は部会長が招集する。 

  ２ 部会は、その部会に関係する会員で構成し、次の事項について協議決定する。 

   (1) 災害発生防止、及び拡大防止についての 

    イ 自主基準の作成 

    口 技術の共同研究 

    ハ 協力体制の確立 

    ニ 災害事例の研究 

    ホ 情報の交換 

    へ 教育訓練の実施 

     等に関する事項 

   (2) その他災害防止に関する事項 

  ３ 部会は、部会員の過半数の出席により成立する。また部会の議決は、出席者の過半数をもって決

し、賛否同数のときは、部会長がこれを決する。 

  ４ 部会は幹事会の決定により改廃することができる。 

（専門委員会） 

第１４条  専門委員会は、部会長が招集する。 

  ２ 専門委員会は、部会長及び部会長の指名するもので構成し、部会の下部機構として各々専門的な

事項の調査研究、検討を行う。 

（専門分科会） 

第１５条  部会の活動上必要があれば専門分科会を設けることができる。 

  ２ 専門分科会の設置の窓口、調整は幹事会がこれにあたる。 

  ３ 専門分科会の構成、運営について、幹事会の決定による。 

第１６条 本会担当者として１０年以上連続、又は合算して担当している者を本会総会で永年表彰する。な

お、永年表彰を受けた後１０年間は表彰対象外とする。 

（事 務 局） 

第１７条  本会の事務局は、会長事業所が担当する。 

  ２ 部会、専門委員会の事務局は、部会長事業所が担当する。 

〈会 費 等） 

第１７条  本会の運営費については、会費、臨時会費及びその他の収入をもってあてる。 

  ２ 会費等は、総会の決議により別途定める。 

 

沿  革 

制   定  １９７６年１２月１５日 

改   訂  １９７８年 １月２５日 

〃   １９９１年 １月２５日 

〃   ２００６年 ４月２１日 

〃   ２００６年１２月 ６日 

〃   ２０１３年１２月 ６日 
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四日市コンビナート地域防災協議会役員会社 

  

 令和６年度 

会   長 東ソー㈱四日市事業所 

副 会 長 石原産業㈱四日市工場 

幹 

 

 

 

 

事 

高圧ガス部会 

部会長 ㈱ＥＮＥＯＳマテリアル四日市工場 

副部会長 味の素㈱東海事業所 

労働安全衛生部会 

部会長 ＫＨネオケム㈱四日市工場 

副部会長 第一工業製薬㈱四日市事業所 

消防部会 

部会長 三菱ケミカル㈱東海事業所 

副部会長 三菱瓦斯化学㈱四日市工場 

共同防災部会 部会長 コスモ石油㈱四日市製油所 

幹事 

昭和四日市石油㈱四日市製油所 

－ 

会  計  幹  事 

四日市合成㈱ 

高純度シリコン㈱ 
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２ 中京地区広域共同防災協議会規則 

 

（名 称） 

第 １ 条 本会は、中京地区広域共同防災協議会（以下「本協議会」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第 ２ 条 本協議会は、平成１９年２月１日付け「中京地区広域共同防災組織に関する協定書」（以

下「協定書」という。）第３条第１項の定めに基づき設立された本協議会の効果的な広域共同防

災体制を確立し、もって円滑な組織運営を行うことを目的とする。 

 

（事 業） 

第 ３ 条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事業を行う。 

（１） 広域共同防災組織の活動に関する年間計画の立案 

（２） 防災訓練の計画および実施 

（３） 防災要員の教育計画および実施 

（４） 広域共同防災活動 

（５） 防災資機材等の技術的検討および維持管理 

（６） 協議会の予算の策定および管理 

（７） 中京地区広域共同防災規程の制定改廃に関する事項 

（８） 前各号に関する附帯事項その他本協議会の目的を達成するために必要な事項 

 

（会 員） 

第 ４ 条 本協議会は、協定書別表-１に掲げる事業所（以下「構成事業所」という。）を会員とし

て構成する。 

２ 本協議会への入会を希望する事業所、本協議会からの脱退を希望する構成事業所および広域共

同防災組織に関係する保有タンクの状況に変動等を予定する構成事業所は、やむを得ぬ場合を除

き、前年度の９月末までに書面にて、第６条で定める本協議会会長（以下「会長」という。）に

通知する。 

 

（組 織） 

第 ５ 条 本協議会の組織は、別図－１に記載するとおりとする。 

 

（役員の種類と選任） 

第 ６ 条 本協議会に次の役員を置く。 

  （１）会   長    １名 

  （２）副 会 長    １名 

  （３）会 計 監 査    ２名（正副２名） 

２ 前項に定める役員は、各構成事業所が推薦する者の中から、本協議会総会にて選任するものと

する。 

３ 第１項に定める役員の任期は原則２年とし、再任を妨げない。 

４ 役員が第３項に定める任期の間、異動等の理由により、その役職を退任する場合には、後任が

引き継ぐものとする。 

 

（役員の任務） 

第 ７ 条 役員の任務を次のとおり定める。 

（１） 会長は、本協議会を代表し、統括する。 

（２） 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるいはその他の事由により長期に任務を全うで

きない場合には、その職務を代行する。 

（３） 会計監査は、本協議会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。 
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（機 関） 

第 ８ 条 第３条の事業を遂行するため、本協議会に次の機関を設ける。 

  （１）総会   

（２）連絡調整会議 

（３）事務局 

   

（総 会） 

第 ９ 条  総会は、次の事項を審議決定する。 

  （１）前年度の事業報告および収支決算 

  （２）当年度の事業計画および予算 

  （３）「中京地区広域共同防災規程」および「本協議会規則」の制定および改廃 

  （４）役員の選任および解任 

  （５）広域共同防災組織費用負担割合の制定および改定（計算手法を含む） 

  （６）構成事業所の本協議会への加入および脱退 

  （７）その他、本協議会の運営に関し会長が必要と認める事項 

２ 総会は、毎年度初めに開催する定期総会のほか、会長が必要と認めたとき、もしくは構成事業所の

過半数から臨時総会開催の要求がなされたとき、書面総会または全ての構成事業所を招集して臨時総

会を開催する。 

 

（総会成立と決議） 

第 １０ 条 総会は、構成事業所の過半数の出席により成立する。 

２ 構成事業所は、一事業所ごとに一議決権を有するものとし、総会の議事は、出席した構成事業所の

議決権の過半数をもって決定し、賛否同数のときは議長がこれを決定する。 

３ 総会に出席できない構成事業所は、委任状をもってその議決権を行使することができる。この場合

には、会長に委任状を提出するものとする。 

４ 総会の議長は、会長がこれにあたる。 

５ 会長は、総会の議事録を作成し、これを本協議会が存続する期間保管するものとする。 

 

（連絡調整会議） 

第 １１ 条 連絡調整会議は、各構成事業所の広域共同防災担当者にて構成する。 

２ 連絡調整会議は、必要に応じて会長が構成員を召集し開催する。 

３ 連絡調整会議で協議される内容は、総会および本協議会を運営するために必要な全ての事項を対象

とする。 

 

（事務局） 

第 １２ 条 本協議会の事務を円滑に処理するため事務局を設ける。 

２ 事務局は会長の指示により本協議会の運営に必要な事務を行う。 

 

（顧 問） 

第 １３ 条 総会の決議により、必要に応じて顧問を置くことができる。 

 

（会 計） 

第 １４ 条 本協議会の運営に係る費用については、協定書に基づき徴収する会費をもって充てるもの

とする。 

２ 会長は必要に応じて、総会の決議を得て臨時会費を徴収することができる。なお、特定の構成事業

所の便益に係る費用については、当該構成事業所の了解を得て臨時に当該構成事業所から費用を徴収

する。 
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（会計監査） 

第 １５ 条 会計監査は、いつでも会長もしくは事務局に対し会計の報告を求め、又は財産の状況

について調査することができる。 

２ 会長は、当該会計年度終了後、遅滞なく収支計算書を作成し、添付書類とともに会計監査に提

出し、監査を受けなければならない。 

 

（監査報告） 

第 １６ 条  会計監査は、定期総会開催の１週間前までに会長に監査報告書を提出し、定期総会に

おいて監査報告を行うものとする。 

２ 構成事業所が１ヶ月前までに事前通知を行って、会計および監査報告に係る証憑類の閲覧を会長又

は会計監査に求めた場合は、会長並びに会計監査はこれに応じるものとする。 

 

（余剰金処理） 

第 １７ 条 事業年度末において余剰金が生じたときは、定期総会の決議を経て、翌事業年度にこ

れを繰越しするものとする。 

 

（防災資機材の備付等） 

第 １８ 条 石油コンビナート等災害防止法および関係法令等の定めに従い、本協議会は、必要な防災

資機材（以下「本資機材」という。）を備え、別途定める「中京地区広域共同防災センター運営要領」

に明記する。 

２ 本資機材を維持管理するために、本協議会は本資機材を維持管理する会社（以下、「管理会社」とい

う。）と契約を取り交わすものとし、併せて、管理会社に事務局業務及び防災要員としての業務を委

託することができるものとする。 

 

（防災資機材等の保有形態） 

第 １９ 条 本協議会は、本資機材等を保有するにあたり、リース方式を採用するものとする。 

２ 本協議会は、総会の決議を得て、リース会社とリース契約を締結する。 

３ 本協議会は、総会の決議を得て、本資機材等の備え付けに必要な施設等の賃貸借契約等を締結する。 

 

（費用の負担割合） 

第 ２０ 条 協定書第８条に定める計算手法および各構成事業所の負担割合を資料－１のとおりとする。 

２ 前項に基づき算出された負担額の決定および改定は、総会の決議事項とする。 

３ 協定書第１３条に定める事由により負担割合の変更が生じる場合は、次のとおり取り扱う。 

（１）タンク基数の増加による変更 

   増加を予定する本協議会の事業年度月初から変更する。 

（２）タンク基数の削減による変更 

   削減後の本協議会の事業年度月初から変更する。 

（３）協議会への加入脱退 

   第２３条第２項および第３項に従い、負担割合の変更を実施する。 

４ 所轄消防署等の指示 

所轄消防署等により、「警防計画」「警防活動計画」等の変更を指示された場合はその指示内

容に従って必要資機材および負担割合を見直す。 

     

（支払方法） 

第 ２１ 条 協定書第７条に規定する費目の支払方法は、以下のとおり定める。 

（１） 構成事業所は、協定書第７条第１号に関する費用を、リース契約に基づいて支払うもの

とする。 

（２） 構成事業所は、協定書第７条第２号に関する費用を、賃貸借契約等に基づいて支払うも

のとする。 
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（３） 構成事業所は、協定書第７条第３号に関する費用を、総会の決議に基づいて支払うもの

とする。 

２ 前項各号の支払い方法の詳細（請求日，支払期限，振込先等）については、総会で決議を得る

ものとする。 

（１）請求書は本協議会会長名で、各構成事業所に発行されるものとする。 

（２）協定書第８条第３項に関する負担金の千円未満の端数は、切り上げ処理する。 

 

 

（事業年度） 

第 ２２ 条 本協議会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日とする。 

 

（加入および脱退） 

第 ２３ 条 本協議会への加入および脱退は、総会の決議によるものとする。 

２ 本協議会は、新規事業所の加入の時期を、加入直前の定期総会にて承認された月の翌月から加

入したものとする。 

３ 本協議会は、構成事業所の脱退の時期を、法的な要件を満たしたこと（単独での資機材保有，

タンク廃止，操業停止等）を確認・決議した定期総会開催月末をもって脱退したものとする。 

 

（解散および手続） 

第 ２４ 条 本協議会は、総会の決議により解散することができる。解散の決議は、総会において

全構成事業所の４分の３以上の同意がある場合に成立する。 

 

（残余財産の処分） 

第 ２５ 条 前条に基づく本協議会の解散に当たり、本協議会の財産および債権債務を清算の後な

お残余財産がある場合は、構成事業所は、原則として協定書第８条に基づいた負担割合に応じ

て分配を受け、また、債務がある場合には当該費用負担割合に応じてその債務を負担する。 

 

（承継） 

第 ２６ 条 協定書第１８条により、第三者に当該事業を承継させる場合は、やむを得ぬ場合を除

き、事前に総会の決議を受けること。 

２ 前項により事業を承継したものは、承継後遅滞なく事務局にその旨を連絡すること。 

 

（契約） 

第 ２７ 条 本協議会の運営を目的として本協議会会長名で締結された契約については、全ての構

成事業所が連帯責任を負うものとする。 
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附 則 

１．協定成立の証として本協定書７部を作成し、全構成事業所それぞれ捺印の上、各事業所がその

各１通を保管する。 

 

令和５年４月１７日 

 

出光興産株式会社 愛知事業所 

執行役員 愛知事業所長   太田 義彦 

 

コスモ石油株式会社 四日市製油所 

四日市製油所長    中島 元 

 

昭和四日市石油株式会社 四日市製油所長 

締役役執行役員四日市製油所長 槇  啓 

 

株式会社ＪＥＲＡ         渥美火力発電所 

        所長     足木 英洋 

 

東ソー株式会社          四日市事業所 

上席執行役員事業所長   𠮷水 昭広 

 

中川物産株式会社     業務部 

部長     河村 昌洋 

 

２．この規則の制定、改定を以下に示します。 

   制 定： 平成１９年６月２５日 

   改 定： 平成２０年４月２１日 

        平成２１年４月１５日 

        平成２２年４月１６日 

        平成２６年３月２５日 

        平成２６年４月２１日 

        平成２８年４月２８日 

        平成３０年４月１７日 

        平成３１年４月２２日 

        令和 元年７月 １日 

        令和 ２年４月２４日 

   最終改定：令和 ５年４月１７日 同日より施行する。 
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別図-１  中京地区広域共同防災協議会組織図 
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